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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，板硝子協会（FGMAJ）及び一般財団法人日

本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標

準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS R 3224 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS R 3224-1 第 1 部：耐候性試験による封止の耐久性試験方法 

JIS R 3224-3 第 3 部：ガス濃度及びガス漏えい性試験方法 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格          JIS 
 R 3224-1：2018 
 

建築用ガラス－複層ガラス－ 

第 1 部：耐候性試験による封止の耐久性試験方法 

Glass in buildings-Insulating glass- 

Part 1: Durability of edge seals by climate tests 

 

序文 

この規格は，2008 年に第 1 版として発行された ISO 20492-1 を基とし，我が国の実情を反映するために，

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，複層ガラスの周辺部分に用いる封止の耐候性試験による耐久性試験方法について規定する。

この規格では，耐候性試験による封止の耐久性試験方法のうち，北米市場での使用を意図したものをアプ

ローチ 1，欧州市場での使用を意図したものをアプローチ 2 という。 

この規格で規定する複層ガラスは，中空層が 1 層又は 2 層の封止構造の複層ガラスとする。中空層の圧

力が外気との圧力と均等になることを目的とした，中空層と外気とをつなぐチューブを付けた複層ガラス

も含む。 

スパンドレル用途の皮膜が付いたガラスを用いた複層ガラス及び装飾以外の機能をもたない複層ガラス

は除く。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 20492-1:2008，Glass in buildings－Insulating glass－Part 1: Durability of edge seals by climate 

tests（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム－要求事項 

注記 対応国際規格：ISO 9001，Quality management systems－Requirements（IDT） 

JIS R 3209 複層ガラス 

ISO 760，Determination of water－Karl Fischer method (General method) 

注記 対応日本工業規格：JIS K 0113 電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則


